
 

令和８年４月松伏町議会臨時会提出議案概要 

 

議案第２２号 

専決処分の承認を求めることについて（松伏町税条例及び松伏町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例） 

１  趣旨 

地方税法の一部改正に伴い、緊急に松伏町税条例及び松伏町国民健康保険税条例を改

正する必要が生じ、令和８年３月３１日に松伏町税条例及び松伏町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例を専決処分したので、その承認を求めるもの 

２ 内容 

（１）松伏町税条例の一部改正（第１条） 

ア 軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う規定の整備（第１８条の３、第１９条、第

８０条、第８１条、第８１条の３、第８１条の４、第８１条の５、第８１条の６、

第８１条の７、第８１条の８、第８２条、第８３条、第８５条、第８７条、第８８

条、第８９条、第９０条、第９１条、附則第１５条の２、附則第１５条の３、附則

第１５条の４、附則第１５条の５、附則第１５条の６、附則第１６条及び附則第１

６条の２関係） 

    軽自動車税の環境性能割を廃止し、現行の種別割を軽自動車税とすることに伴う

規定の整備 

イ 肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例の延長（附則第８条関係） 

肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を３年延長す

る。 

ウ 固定資産税の課税標準の特例措置等に係る市町村の条例で定める割合の見直し

（附則第１０条の２関係） 

（ア）再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能

エネルギー発電設備のうち一定のもの（以下「特定再生可能エネルギー発電設備」

という。）に係る固定資産税の課税標準の特例措置の見直しに伴い、当該特例措

置に係る市町村の条例で定める割合を見直す。 

（イ）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建

築物（以下「特別特定建築物」という。）に該当する家屋のうち、利便性等改修

工事が行われた一定のものに係る固定資産税の減額措置の見直しにより、条例で

定める割合に相当する額を減額することとされたことに伴い、その割合を当該家

屋に係る固定資産税額の３分の１と定める。 

エ 軽自動車税の税率の特例の延長（附則第１６条関係） 

初回車両番号指定の翌年度分の軽自動車税の税率を概ね７５％軽減する特例につ

いて、適用期限を２年延長する。 

オ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税

の課税の特例の延長（附則第１７条の２関係） 

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

について、適用期限を３年延長する。 

カ その他規定の整備 

（２）松伏町国民健康保険税条例の一部改正（第２条） 

ア 子ども・子育て支援納付金課税額（第２条、第７条の４及び第１９条関係） 

  （ア）国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額の課税限度額を３万円と定

める。 
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（イ）子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以

上被保険者１人について１４８円と定める。 

（ウ）一定額以下の所得の世帯に属する納税義務者等に対して子ども・子育て支援納

付金課税額の１８歳以上被保険者均等割額を減額する額について定める。 

（エ）世帯に１８歳未満被保険者がある場合においては、当該世帯の納税義務者に対

し課する１８歳未満被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額を減額するものとし、その減額する額は当該被保険者均等割額

に相当する額とする。 

イ 国民健康保険税の軽減措置の所得判定基準の改定（第１９条関係） 

国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所

得判定基準を次のとおり改定する。 

区分 現行 改定後 

５割減額 総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、４３万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき３０

５，０００円を加算した金額を

超えない世帯に係る納税義務者 

総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、４３万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき３１万

円を加算した金額を超えない世

帯に係る納税義務者 

   ２割減額 総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、４３万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき５６万

円を加算した金額を超えない世

帯に係る納税義務者 

総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、４３万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき５７万

円を加算した金額を超えない世

帯に係る納税義務者 

   ウ その他規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和８年４月１日 

（２）経過措置 

ア 固定資産税に関する経過措置 

（ア）別段の定めがあるものを除き、固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の
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年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 

（イ）令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された特定再

生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例

による。 

（ウ）平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に利便性等向上改修工事

が行われた改修実演芸術公演施設（特別特定建築物に該当する家屋のうち、主と

して実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき証明がされ、利便性等向

上改修工事が行われた一定のものをいう。）に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 

イ 軽自動車税に関する経過措置 

（ア）軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適

用する。 

（イ）この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税

の環境性能割については、なお従前の例による。 

（ウ）令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例によ

る。 

ウ 国民健康保険税に関する経過措置 

２（２）は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７

年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

（３）松伏町税条例の一部を改正する条例の一部改正 

   規定の整備 

 


